
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 62

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

48 47 28 52

13 101 千代田区 国際平和・男女平等人権課 1 2 1 1 2 第5次千代田区男女平等推進行動計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

13 102 中央区 総務課 1 2 1 1 0 中央区男女共同参画行動計画２０１８ 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

13 103 港区 人権・男女平等参画担当 1 1 1 1 港区男女平等参画条例 平成16年3月19日 平成16年4月1日
第３次港区男女平等参画行動計画ー広げ
よう　男女平等ー

平成27年度 ～ 令和2年度 1

13 104 新宿区 男女共同参画課 1 1 1 1 新宿区男女共同参画推進条例 平成16年3月24日 平成16年4月1日 新宿区第三次男女共同参画推進計画 平成30年4月 ～ 令和6年3月 1

13 105 文京区
総務部総務課ダイバーシ
ティ推進担当

1 2 1 1 文京区男女平等参画推進条例 平成25年9月27日 平成25年11月1日 文京区男女平等参画推進計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 0

13 106 台東区 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 東京都台東区男女平等推進基本条例 平成26年12月17日 平成27年1月1日
台東区男女平等推進行動計画「はばたき
プラン２１」

令和2年4月 ～ 令和7年3月 0

13 107 墨田区 人権同和・男女共同参画課 1 1 1 1
墨田区女性と男性の共同参画基本条
例

平成17年12月9日 平成18年4月1日 墨田区男女共同参画推進プラン（第5次） 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

13 108 江東区
総務部　男女共同参画推
進センター

1 1 1 1 江東区男女共同参画条例 平成16年3月17日 平成16年4月1日 男女共同参画KOTOプラン 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

13 109 品川区 人権啓発課 1 1 1 1 0
「マイセルフ品川プラン」男女共同参画の
ための品川区行動計画（第５次）

平成31年4月 ～ 令和10年3月 1

13 110 目黒区 人権政策課 1 2 1 1
目黒区男女が平等に共同参画し性の
多様性を尊重する社会づくり条例

平成14年3月15日 平成14年3月15日 目黒区男女平等・共同参画推進計画 平成28年4月 ～ 令和4年3月 1

13 111 大田区 人権・男女平等推進課 1 1 1 1 0 大田区男女共同参画推進プラン 平成28年度 ～ 令和2年度 1

13 112 世田谷区 人権・男女共同参画担当課 1 1 1 1
世田谷区多様性を認め合い男女共同
参画と多文化共生を推進する条例

平成30年3月6日 平成30年4月1日 世田谷区第二次男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和9年3月 1

13 113 渋谷区 総務課 1 2 1 1
渋谷男女平等及び多様性を尊重する
社会を推進する条例

平成27年3月31日 平成27年4月1日 男女平等・多様性社会推進行動計画 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

13 114 中野区 企画課 1 2 1 0 中野区男女平等基本条例 平成14年3月29日 平成14年4月1日 中野区男女共同参画基本計画（第４次） 平成30年4月1日 ～ 令和10年3月31日 1

13 115 杉並区 管理課 1 1 1 1 0 杉並区男女共同参画行動計画 平成30年4月 ～ 令和4年3月 1

13 116 豊島区 男女平等推進センター 1 1 1 1 豊島区男女共同参画推進条例 平成15年3月20日 平成15年4月1日
第4次豊島区男女共同参画推進行動計
画、第2次豊島区配偶者暴力防止基本計
画及び豊島区女性活躍推進計画

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

13 117 北区 多様性社会推進課 1 2 1 1 東京都北区男女共同参画条例 平成18年6月30日 平成18年7月1日
北区男女共同参画行動計画　第6次アゼ
リアプラン

令和2年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1

13 118 荒川区 総務企画課 1 2 1 1 0 荒川区男女共同参画社会推進計画 平成 28年 ～ 令和2年 1

13 119 板橋区 男女社会参画課 1 1 1 1 東京都板橋区男女平等参画基本条例 平成15年3月6日 平成15年3月6日
男女平等参画社会実現のための板橋区
行動計画　いたばしアクティブプラン2020

平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

13 120 練馬区 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 0 第5次練馬区男女共同参画計画 令和2年度 ～ 令和6年度 1

13 121 足立区 区民参画推進課 1 2 1 1 足立区男女共同参画社会推進条例 平成15年3月20日 平成15年4月1日 第7次足立区男女共同参画行動計画 平成30年4月 ～ 令和4年3月 1

13 122 葛飾区 人権推進課 1 2 1 1 葛飾区男女平等推進条例 平成16年3月29日 平成16年4月1日 葛飾区男女平等推進計画（第５次） 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

13 123 江戸川区 総務部総務課 1 2 1 0 0 江戸川区男女共同参画推進計画 平成29年度 ～ 令和8年度 1

13 201 八王子市
市民活動推進部　男女共
同参画課

1 1 0 1 2
男女が共に生きるまち八王子プラン（第３
次）2019改定版

平成31年度 ～ 令和5年度 1

13 202 立川市 男女平等参画課 1 1 1 1 立川市男女平等参画基本条例 平成19年6月25日 平成19年6月25日 立川市第6次男女平等参画推進計画 平成27年4月 ～ 平成32年3月 0

13 203 武蔵野市 市民活動推進課 1 1 1 1 武蔵野市男女平等の推進に関する条例 平成29年3月22日 平成29年4月1日 武蔵野市第四次男女平等推進計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1
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13 204 三鷹市 企画経営課 1 2 1 1 三鷹市男女平等参画条例 平成18年3月30日 平成18年4月1日
男女平等参画のための三鷹市行動計画
2022（第2次改定）

平成31年4月 ～ 令和5年3月 1

13 205 青梅市 市民活動推進課 1 2 1 1 0 第六次青梅市男女平等推進計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

13 206 府中市
市民協働推進部地域コ
ミュニティ課

1 2 1 1 0 第6次府中市男女共同参画計画 令和2年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1

13 207 昭島市
子ども家庭部　女性活躍
支援担当課

1 2 1 1 3 昭島市男女共同参画プラン 平成23年4月 ～ 平成32年3月 0

13 208 調布市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 0
調布市男女共同参画推進プラン（第４次）
改訂版

平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

13 209 町田市
市民部市民協働推進課男
女平等推進センター

1 1 1 1 0 一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン 平成29年 ～ 令和3年 1

13 210 小金井市 企画政策課男女共同参画室 1 1 1 1 小金井市男女平等基本条例 平成15年6月26日 平成15年7月1日 小金井市第5次男女共同参画行動計画 平成29年4月 ～ 令和3年3月 1

13 211 小平市 市民協働・男女参画推進課 1 1 1 1 小平市男女共同参画推進条例 平成20年10月1日 平成21年4月1日
小平アクティブプラン２１（第三次小平市男
女共同参画推進計画）

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

13 212 日野市 男女平等課 1 1 1 1 日野市男女平等基本条例 平成13年12月28日 平成14年4月1日 第3次日野市男女平等行動計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

13 213 東村山市
東村山市市民部市民相
談・交流課男女共同参画
推進係

1 1 1 1 東村山市男女共同参画条例 平成18年3月30日 平成18年7月1日 東村山市第3次男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和5年3月31日 1

13 214 国分寺市
国分寺市　市民生活部
人権平和課

1 2 1 1 国分寺市男女平等推進条例 平成19年3月29日 平成19年6月1日 第２次国分寺市男女平等推進行動計画 平成29年度 ～ 令和6年度 1

13 215 国立市 市長室 1 2 1 1
国立市女性と男性及び多様な性の平
等参画を推進する条例

平成29年12月28日 平成30年4月1日
国立市第5次男女平等・男女共同参画推
進計画

平成28年4月 ～ 令和6年3月 0

13 218 福生市 協働推進課 1 2 1 0 0 福生市男女共同参画行動計画（第５期） 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

13 219 狛江市 政策室市民協働推進担当 1 1 1 1 0 狛江市男女共同参画推進計画 令和2年度 ～ 令和6年度 1

13 220 東大和市
東大和市　市民部　地域
振興課

1 2 1 1
東大和市男女平等を基本とした男女共
同参画の推進に関する条例

平成17年3月31日 平成17年3月31日
第二次東大和市男女共同参画推進計画
（改訂版）

平成28年4月 ～ 令和3年3月 0

13 221 清瀬市 男女共同参画センター 1 1 1 1 清瀬市男女平等推進条例 平成18年6月29日 平成18年7月1日 第３次清瀬市男女平等推進プラン 平成30年 ～ 令和9年 1

13 222 東久留米市 生活文化課 1 2 1 1 3 東久留米市第3次男女平等推進プラン 平成29年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

13 223 武蔵村山市 協働推進課 1 2 1 1 0 武蔵村山市第四次男女共同参画計画 令和2年度 ～ 令和6年度 0

13 224 多摩市 平和・人権課 1 2 1 1 多摩市女と男の平等参画を推進する条例 平成25年9月30日 平成26年1月1日 多摩市女と男がともに生きる行動計画 平成23年4月 ～ 令和3年3月 0

13 225 稲城市 市民協働課 1 2 1 1 0
稲城市男女共同参画計画（男女平等推進
いなぎプラン）

平成28年度 ～ 令和7年度 0

13 227 羽村市 企画政策課 1 2 1 1 羽村市男女共同参画推進条例 平成19年3月26日 平成19年4月1日 第4次羽村市男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

13 228 あきる野市 企画政策課 1 2 1 1 0
あきる野市男女共同参画計画　第4次あき
る野男女共同参画プラン

平成30年4月1日 ～ 令和2年3月31日 1

13 229 西東京市 協働コミュニティ課 1 1 1 1 3

西東京市第4次男女平等参画推進計画・
西東京市第2次配偶者暴力対策基本計
画・西東京市女性の職業生活における活
躍推進計画

平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

13 303 瑞穂町 企画課 1 2 0 1 0
第6次瑞穂町男女共同参画社会推進行動
計画

令和2年度 ～ 令和6年度 1

13 305 日の出町 企画財政課 1 2 0 0 0 1

13 307 檜原村 企画財政課 1 2 0 0 0 0

13 308 奥多摩町 企画財政課 1 2 0 0 0 （奥多摩町長期総合計画） 平成27年度 ～ 令和6年度 0

13 361 大島町 総務課 1 2 0 0 0 0
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13 362 利島村 総務課 1 2 0 0 0
利島村における次世代育成支援及び女
性職員の活躍の推進に関する特定事業
主行動計画

平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

13 363 新島村 総務課 1 2 0 0 0 0

13 364 神津島村 総務課 1 2 0 0 0 0

13 381 三宅村 総務課庶務係 1 2 0 0 0 0

13 382 御蔵島村 総務課 1 2 0 0 2 0

13 401 八丈町 企画財政課 1 2 0 0 0 0

13 402 青ケ島村 総務課 1 2 0 0 2 0

13 421 小笠原村 総務課 1 2 0 0 0 0

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和３年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和３年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない

市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

40 8 32 26 8 6 32 5 3

13 101 千代田区 千代田区男女共同参画センター MIW（ミュウ） 102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 03-5211-8845 03-5211-8846
https://www.city.chiyoda.lg.jp/
koho/kurashi/danjo/miw/index
.html

○ ○ ○

13 102 中央区 中央区立女性センター ブーケ２１ 104-0043 東京都中央区湊１－１－１ 03-5543-0651 03-5543-0652
http://bouquet21.genki365.net
/

○ ○ ○

13 103 港区 港区立男女平等参画センター リーブラ 105-0023 港区芝浦1-16-1　みなとパーク芝浦 03-3456-4149 03-3456-1254 https://www.minatolibra.jp ○ ○ ○

13 104 新宿区
新宿区立男女共同参画推進セン
ター

ウィズ新宿 160-0007 新宿区荒木町16 03-3341-0801 03-3341-0740
http://www.city.shinjuku.lg.jp/k
usei/index12_01.html

○ ○ ○

13 105 文京区 文京区男女平等センター 113-0033 文京区本郷4-8-3 03-3814-6159 03-5689-4534 https://www.bunkyo-danjo.jp/ ○ ○ ○

13 106 台東区 台東区立男女平等推進プラザ はばたき２１ 111-8621
台東区西浅草3－25－16生涯学習センター4
階

03-5246-5816 03-5246-5814
http://www.city.taito.lg.jp/inde
x/kurashi/jinken/habataki21/in
dex.html

○ ○ ○

13 107 墨田区 すみだ女性センター すずかけ 131-0045 墨田区押上2-12-7-111 03-5608-1771 03-5608-1770
https://www.city.sumida.lg.jp/s
isetu_info/tamokuteki/sumida_
zyoseicenter/index.html

○ ○ ○

13 108 江東区
江東区男女共同参画推進セン
ター

パルシティ江東 135-0011 江東区扇橋３－２２－２　パルシティ江東内 03-5683-0341 03-5683-0340
https://www.city.koto.lg.jp/kur
ashi/jinken/danjo/center/inde
x.html

○ ○ ○

13 109 品川区 品川区男女共同参画センター 140-0011 品川区東大井5-18-1 03-5479-4104 03-5479-4111

https://www.city.shinagawa.tok
yo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyo
ho-zinken/kuseizyoho-zinken-
kyodosankaku/index.html

○ ○ ○

13 110 目黒区
目黒区男女平等・共同参画セン
ター

153-0061
目黒区中目黒二丁目10番13号　中目黒スクエ
ア内

03-5721-8570 03-5721-8574
http://www.city.meguro.tokyo.j
p/shisetsu/shisetsu/sonota/d
anjo/index.htm

○ ○ ○

13 111 大田区 大田区立男女平等推進センター エセナおおた 143-0016 大田区大森北４−１６−４ 03-3766-4586 03-5764-0604 http://www.escenaota.jp/ ○ ○ ○

13 112 世田谷区
世田谷区立男女共同参画セン
ター

らぷらす 154-0004
東京都世田谷区太子堂1-12-40グレート王寿
ビル３～５階

03-6450-8510 03-6450-8511
http://www.laplace-
setagaya.net/

○ ○ ○

13 113 渋谷区
渋谷男女平等・ダイバーシティセ
ンター

アイリス 150-0031
東京都渋谷区桜丘町２３－２１渋谷区文化総
合センター大和田８階

03-3464-3395 03-3464-3398
https://www.city.shibuya.tokyo
.jp/

○ ○ ○

13 114 中野区

13 115 杉並区 杉並区立男女平等推進センター ゆう杉並 167-0051 杉並区荻窪1-56-3 03-3393-4410 03-3393-4716
https://www.city.suginami.toky
o.jp/guide/kusei/jinken/10053
63.html

○ ○ ○

13 116 豊島区 豊島区男女平等推進センター エポック10 171-0021
東京都豊島区西池袋2-37-4としま産業振興プ
ラザ3階

03-5952-9501 03-5391-1015
http://www.city.toshima.lg.jp/0
49/kuse/danjo/004668.html

○ ○ ○
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13 117 北区
東京都北区スペースゆう（男女共
同参画活動拠点施設）

スペースゆう 117-8503 東京都北区王子1-11-1　北とぴあ5階 03-3913-0161 03-3913-0081
http://www.city.kita.tokyo.jp/ta
yosei/kurashi/jinken/spaceyu/
index.html

○ ○ ○

13 118 荒川区 荒川区立男女平等推進センター アクト２１ 116-0012 荒川区東尾久５ー９ー３ 03-3809-2890 03-3809-2891
http://www.city.arakawa.tokyo.
jp/

○ ○ ○

13 119 板橋区 板橋区立男女平等推進センター
スクエアー・Ｉ（あ
い）

①173-
0015

②173-
0014

①情報資料コーナー・団体交流コーナー：板橋
区栄町36-1
②相談室：板橋区大山東町32-15

03-3579-2790 03-3579-1351
https://www.city.itabashi.tokyo
.jp/tetsuduki/jinken/danjo/squ
are/index.html

○ ○ ○

13 120 練馬区 練馬区立男女共同参画センター えーる 177-0041 東京都練馬区石神井町8丁目1番10号 03-3996-9005 03-3996-9010 https://www.nerima-yell.com/ ○ ○ ○

13 121 足立区 足立区男女参画プラザ 123-0851 東京都足立区梅田７−３３−１ 03-3880-5222 03-3880-0133
https://www.city.adachi.tokyo.j
p/sankaku/chiikibunka/kumins
anka/sankaku.html

○ ○ ○

13 122 葛飾区 葛飾区男女平等推進センター ウィメンズパル 124-0012 葛飾区立石5-27-1 03-5698-2211 03-5698-2315
http://www.city.katsushika.lg.jp
/institution/1000097/1006913.
html

○ ○ ○

13 123 江戸川区
江戸川区人権・男女共同参画推
進センター

132-0011 東京都江戸川区瑞江2-9-15 03-6638-8089 03-6231-8171

https://www.city.edogawa.toky
o.jp/e049/kuseijoho/gaiyo/shi
setsuguide/bunya/kosodate/ji
nken.html

○ ○ ○

13 201 八王子市 八王子市男女共同参画センター 192-0082
東京都八王子市東町5-6　クリエイトホール8
階

042-648-2230 042-644-3910
https://www.city.hachioji.tokyo
.jp/kurashi/shimin/003/003/in
dex.html

○ ○ ○

13 202 立川市 立川市女性総合センター アイム 190-0012 東京都立川市曙町２－３６－２ 042-528-6801 042-528-6805 http://www.city.tachikawa.lg.jp ○ ○ ○

13 203 武蔵野市
武蔵野市立男女平等推進セン
ター

ヒューマン　あい 180-0022 東京都武蔵野市境2-3-7　市民会館1階 0422-37-3410 0422-38-6239

http://www.city.musashino.lg.jp
/kurashi_guide/shiminkatsudo/
danjokyodosankaku/danjocente
r/index.html

○ ○ ○

13 204 三鷹市 三鷹市女性交流室 181-0013
三鷹市下連雀３－30－12三鷹市中央通りタウ
ンプラザ４階

0422-43-7812 0422-43-9966
http://www.city.mitaka.lg.jp/c_
service/003/003642.html

○ ○ ○

13 205 青梅市

13 206 府中市 府中市男女共同参画センター フチュール 183-0034
東京都府中市住吉町1-84　ステーザ府中中河
原４階

042-351-4600 042-351-4603
https://www.city.fuchu.tokyo.jp
/shisetu/komyunite/wcenter/
danzyokoyoudou.html

○ ○ ○

13 207 昭島市 昭島市男女共同参画センター 196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15 042-519-2277 042-519-2803 ○ ○ ○

13 208 調布市
調布市男女共同参画推進セン
ター

182-0022
調布市国領町2-5-15　コクティｰ3階（市民プラ
ザあくろす内）

042-443-1213 042-443-1212 http://chofu-danjyo.jp/ ○ ○ ○

13 209 町田市 町田市男女平等推進センター 194-0013 東京都町田市原町田4-9-8 042-723-2908 042-723-2946
https://www.city.machida.toky
o.jp/kurashi/community/danjo
/center/shimin05.html

○ ○ ○

13 210 小金井市

13 211 小平市 小平市男女共同参画センター ひらく 187-0031
小平市小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東2
階

042-346-9618 042-346-9575
https://www.city.kodaira.tokyo.
jp/kurashi/050/050800.html

○ ○ ○

市町村４－２
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13 212 日野市 日野市立男女平等推進センター ふらっと 191-0062 日野市多摩平2－9多摩平の森ふれあい館２F 042-584-2733 042-584-2748
http://www.city.hino.lg.jp/shise
tsu/shiyakusho/desakli/danjo/
index.html

○ ○ ○

13 213 東村山市

13 214 国分寺市 国分寺市男女平等推進センター ライツこくぶんじ 185-0034 東京都国分寺市光町1-46-8 ひかりプラザ２階 042-573-4378 042-573-4388
http://www.city.kokubunji.toky
o.jp/kurashi/1011887/1011901
/byoudou/1002816.html

○ ○ ○

13 215 国立市 くにたち男女平等参画ステーション パラソル 186-0001
国立市北1-14-1「くにたち・こくぶんじ市民プラ
ザ」内

042-501-6990 042-501-6991 http://kuni-sta.com/ ○ ○ ○

13 218 福生市

13 219 狛江市

13 220 東大和市

13 221 清瀬市 清瀬市男女共同参画センター アイレック 204-0021
東京都清瀬市元町１－２－１１　アミュービル４
階

042-495-7002 042-495-7008 http://www.city.kiyose.lg.jp ○ ○ ○

13 222 東久留米市
東久留米市男女平等推進セン
ター

フィフティ２ 203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 042-472-0061 042-472-1131
http://www.city.higashikurume.
lg.jp

○ ○ ○

13 223 武蔵村山市 武蔵村山市男女共同参画センター ゆーあい 208-0012 東京都武蔵村山市緑が丘1460-1111-1 042-590-0755 042-567-1433 https://fureai.csplace.com/ ○ ○ ○

13 224 多摩市 多摩市立TAMA女性センター 206-0011
東京都多摩市関戸4-72　ヴィータ・コミューネ7
階

042-355-2110 042-339-0491
http://www.city.tama.lg.jp/000
0004278.html

○ ○ ○

13 225 稲城市 稲城市男女平等推進センター 206-0802
東京都稲城市東長沼2112－1　稲城市地域振
興プラザ内

042-378-2112 042-378-6971

https://www.city.inagi.tokyo.jp/
kosodate/shakaikyouiku/plaza
/shisetsu/danjobyoudousuisinc
enter.html

○ ○ ○

13 227 羽村市

13 228 あきる野市

13 229 西東京市 西東京市男女平等推進センター パリテ 202-0005 西東京市住吉町６－15－6住吉会館内 042-439-0075 042-422-5375 http://www.city.nishitokyo.lg.jp ○ ○ ○

13 303 瑞穂町

13 305 日の出町

13 307 檜原村

13 308 奥多摩町

13 361 　大島町

13 362 　利島村

13 363 　新島村

13 364 　神津島村

13 381 　三宅村

13 382 　御蔵島村

13 401 　八丈町

13 402 　青ケ島村

13 421 　小笠原村
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13 101 千代田区 千代田区男女共同参画センター 平成10年10月1日 6 10 58,129 ○ ○ ○ ○ ○
登録団体向けミーティングルーム・グループロッ
カーの貸出し

13 102 中央区 中央区立女性センター 平成5年4月28日 3 16 65,825 ○ ○ ○ ○
講座・相談における託児、ワーク・ライフ・バラン
ス

13 103 港区 港区立男女平等参画センター 昭和55年4月8日 11 17 120,578 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 団体育成支援、助成事業等

13 104 新宿区
新宿区立男女共同参画推進セン
ター

昭和58年1月20日 7 3 74,052 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 105 文京区 文京区男女平等センター 昭和61年9月3日 6 5 71,170 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 106 台東区 台東区立男女平等推進プラザ 平成13年9月26日 5 3 34,904 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 107 墨田区 すみだ女性センター 平成2年7月27日 4 3 43,580 ○ ○ ○ ○ ○

13 108 江東区
江東区男女共同参画推進セン
ター

平成3年4月1日 27 17 189,362 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人材育成事業（パルカレッジ）、一時保育事業

13 109 品川区 品川区男女共同参画センター 平成元年10月1日 2 2 16,457 ○ ○ ○ ○ ○

13 110 目黒区
目黒区男女平等・共同参画セン
ター

平成4年7月14日 3 2 31,420 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 111 大田区 大田区立男女平等推進センター 平成12年4月1日 3 16 59,632 ○ ○ ○ ○ ○

13 112 世田谷区
世田谷区立男女共同参画セン
ター

平成3年2月1日 6 24 62,965 ○ ○ ○ ○ ○ ○
研修室の貸出、講座受講者・相談利用者のため
の一時保育サービス（新型コロナウイルスの影
響により一部中止の場合あり）						

13 113 渋谷区
渋谷男女平等・ダイバーシティセ
ンター

平成4年1月23日 3 3 29,574 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
パートナーシップ証明書事前相談、LGBTコミュ
ニティスペース事業

13 114 中野区

13 115 杉並区 杉並区立男女平等推進センター 平成9年9月1日 1 0 16,300 ○ ○ ○ ○ ○

13 116 豊島区 豊島区男女平等推進センター 平成4年6月10日 5 13 21,935 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

パートナーシップ制度、区職員向け男女共同参
画研修実施、男女共同参画推進会議・女性活
躍推進協議会（区における女性活躍推進に関す
ることについて審議する）

13 117 北区
東京都北区スペースゆう（男女共
同参画活動拠点施設）

昭和46年3月1日 5 5 33,391 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
施設内に社会福祉法人が運営する喫茶スペー
スを設け、交流等を図っている

13 118 荒川区 荒川区立男女平等推進センター 平成8年6月1日 2 1 48,585 ○ ○ ○ ○
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13 119 板橋区 板橋区立男女平等推進センター 平成11年10月1日 6 0 20,757 ○ ○ ○ ○

13 120 練馬区 練馬区立男女共同参画センター 昭和62年4月1日 5 33 30,022 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 121 足立区 足立区男女参画プラザ 昭和63年4月21日 7 1 37,672 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 122 葛飾区 葛飾区男女平等推進センター 平成元年10月1日 4 5 18,909 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
講座受講者・相談利用者のための一時保育
サービス

13 123 江戸川区
江戸川区人権・男女共同参画推
進センター

令和2年4月1日 18 7 23,822 ○ ○ ○ ○

13 201 八王子市 八王子市男女共同参画センター 平成15年12月13日 7 14 29,118 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ほっとタイムサービス（学習支援・求職支援のた
めの子どもの一時預かり）

13 202 立川市 立川市女性総合センター 平成6年10月16日 3 1 41,907 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女平等参画推進のための講座を実施する際
の保育事業

13 203 武蔵野市
武蔵野市立男女平等推進セン
ター

平成10年11月1日 2 6 23,361 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 204 三鷹市 三鷹市女性交流室 平成5年12月1日 0 0 3,850 ○ ○ ○ ○ 女性交流室登録団体への施設貸出

13 205 青梅市

13 206 府中市 府中市男女共同参画センター 平成7年2月22日 4 14 42,361 ○ ○ ○ ○ ○

13 207 昭島市 昭島市男女共同参画センター 令和2年3月28日 4 1 9,653 ○ ○ ○ ○

13 208 調布市
調布市男女共同参画推進セン
ター

平成17年2月1日 4 7 8,872 ○ ○ ○ ○ ○

13 209 町田市 町田市男女平等推進センター 平成11年12月6日 5 1 10,964 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 210 小金井市

13 211 小平市 小平市男女共同参画センター 平成16年1月29日 0 1 2,346 ○ ○ ○ ○

13 212 日野市 日野市立男女平等推進センター 平成16年3月8日 4 2 5,063 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 213 東村山市

13 214 国分寺市 国分寺市男女平等推進センター 平成6年11月10日 3 3 3,965 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 215 国立市 くにたち男女平等参画ステーション 平成30年5月14日 1 7 14,940 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 218 福生市

13 219 狛江市

13 220 東大和市

13 221 清瀬市 清瀬市男女共同参画センター 平成7年10月1日 5 1 13,278 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 222 東久留米市
東久留米市男女平等推進セン
ター

平成16年4月1日 0 2 8,939 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 223 武蔵村山市
武蔵村山市男女共同参画セン
ター

平成18年9月1日 3 9 39,435 ○ ○ ○ ○ ○ ○

市町村４－２ (2)
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13 224 多摩市 多摩市立TAMA女性センター 平成11年9月23日 4 1 6,573 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 225 稲城市 稲城市男女平等推進センター 平成17年4月1日 0 0 1,460 ○ ○ ○ ○ ○

13 227 羽村市

13 228 あきる野市

13 229 西東京市 西東京市男女平等推進センター 平成20年4月1日 3 5 23,073 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 男女平等参画推進計画の策定及び進行管理

13 303 瑞穂町

13 305 日の出町

13 307 檜原村

13 308 奥多摩町

13 361 　大島町

13 362 　利島村

13 363 　新島村

13 364 　神津島村

13 381 　三宅村

13 382 　御蔵島村

13 401 　八丈町

13 402 　青ケ島村

13 421 　小笠原村

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

13 49 2 4.1 73 7 9.6 13 0 0.0 13 0 0.0 8,810 1,067 12.1

13 101 千代田区 1 0 0.0 1 0 0.0 107 1 0.9

13 102 中央区 1 0 0.0 2 0 0.0 177 13 7.3

13 103 港区 1 0 0.0 2 0 0.0 235 17 7.2

13 104 新宿区 1 0 0.0 2 0 0.0 198 19 9.6

13 105 文京区 1 0 0.0 1 1 100.0 154 10 6.5

13 106 台東区 1 0 0.0 1 0 0.0 199 2 1.0

13 107 墨田区 1 0 0.0 1 0 0.0 170 9 5.3

13 108 江東区 1 0 0.0 2 1 50.0 279 38 13.6

13 109 品川区 1 0 0.0 2 0 0.0 201 19 9.5

13 110 目黒区 1 0 0.0 1 0 0.0 82 11 13.4

13 111 大田区 1 0 0.0 2 0 0.0 217 12 5.5

13 112 世田谷区 1 0 0.0 2 0 0.0 195 26 13.3

13 113 渋谷区 1 0 0.0 2 0 0.0 105 10 9.5

13 114 中野区 1 0 0.0 2 0 0.0 107 16 15.0

13 115 杉並区 平成9年12月1日 杉並区男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 155 34 21.9

13 116 豊島区 平成14年2月15日 豊島区男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 1 50.0 129 11 8.5

13 117 北区 1 0 0.0 2 1 50.0 182 22 12.1

13 118 荒川区 1 0 0.0 1 0 0.0 126 5 4.0

13 119 板橋区 1 0 0.0 1 0 0.0 212 22 10.4

13 120 練馬区 1 0 0.0 2 0 0.0 249 38 15.3

13 121 足立区 1 1 100.0 2 0 0.0 435 52 12.0

13 122 葛飾区 1 0 0.0 2 0 0.0 239 14 5.9

13 123 江戸川区 1 0 0.0 2 0 0.0 275 35 12.7

13 201 八王子市 平成11年12月6日 八王子市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 2 1 50.0 576 45 7.8

13 202 立川市 平成8年10月2日 立川市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 181 28 15.5

13 203 武蔵野市 1 1 100.0 2 0 0.0

13 204 三鷹市 昭和63年1月1日 三鷹市女性憲章 4 1 0 0.0 1 0 0.0 94 17 18.1

13 205 青梅市 1 0 0.0 1 0 0.0 168 2 1.2

13 206 府中市 平成11年11月3日 府中市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 393 75 19.1

13 207 昭島市 平成15年1月1日 昭島市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 98 6 6.1

13 208 調布市 1 0 0.0 1 0 0.0 335 96 28.7

13 209 町田市 平成13年2月1日 町田市男女平等参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 310 48 15.5

13 210 小金井市 平成8年12月3日 男女平等都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 72 14 19.4

13 211 小平市 1 0 0.0 1 0 0.0 364 84 23.1

13 212 日野市 平成10年9月28日 日野市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 237 33 13.9

13 213 東村山市 1 0 0.0 2 1 50.0 305 80 26.2

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

東京都

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

市町村４－３



うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）
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女
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比
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13 214 国分寺市 1 0 0.0 2 0 0.0 126
性別を把握
していない

13 215 国立市 1 0 0.0 1 0 0.0 71 12 16.9

13 218 福生市 1 0 0.0 1 0 0.0 32 1 3.1

13 219 狛江市 1 0 0.0 1 0 0.0

13 220 東大和市 平成13年2月18日 東大和市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 71 12 16.9

13 221 清瀬市 1 0 0.0 1 0 0.0 168 38 22.6

13 222 東久留米市 平成12年10月1日 東久留米市男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 122 20 16.4

13 223 武蔵村山市 1 0 0.0 1 0 0.0 56 8 14.3

13 224 多摩市 1 0 0.0 2 1 50.0 94
性別は把
握していま
せん

13 225 稲城市 1 0 0.0 1 0 0.0 37 6 16.2

13 227 羽村市 平成9年11月1日
自分らしく生きよう“はむら”アピール～男女共同参画都市
宣言～

2 1 0 0.0 1 0 0.0 39 1 2.6

13 228 あきる野市 1 0 0.0 1 0 0.0 84 4 4.8

13 229 西東京市 1 0 0.0 1 0 0.0 228 ー

13 303 瑞穂町 1 0 0.0 1 0 0.0 40 1 2.5

13 305 日の出町 1 0 0.0 1 0 0.0 28 0 0.0

13 307 檜原村 1 0 0.0 1 0 0.0 26 0 0.0

13 308 奥多摩町 1 0 0.0 1 0 0.0 18 0 0.0

13 361 　大島町 1 0 0.0 1 0 0.0

13 362 　利島村 1 0 0.0 1 0 0.0

13 363 　新島村 1 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

13 364 　神津島村 1 0 0.0 1 0 0.0

13 381 　三宅村 1 0 0.0 1 0 0.0 5 0 0.0

13 382 　御蔵島村 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0

13 401 　八丈町 1 0 0.0 1 0 0.0 3 0 0.0

13 402 　青ケ島村 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0

13 421 　小笠原村 1 0 0.0 1 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

市町村４－３
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1 ※2024年2月22日訂正（東京都練馬区の数値に誤りがあったため）

1 2 令和2年5月1日 3

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

合計（広域を含む） 3,150 2,762 52,344 17,252 33.0 1,877 1,668 29,301 8,510 29.0 261 153 1,406 247 17.6 1,724 199 11.5 2,163 245 11.3

小計（広域を除く） 1,877 1,668 29,301 8,510 29.0 258 151 1,396 245 17.6

13 101 千代田区
40.0％以上
60.0％以下

令和4年3月 79 72 1,240 383 30.9

法律又は政令により設置されている審議会等、法律により設置されて
いる委員会等（地方自治法第180条の5、第202条の3参照）、条例に
より設置されているもの、設置要綱等により長の私的諮問機関として
設置されている審議会等（広域の委員会等を除く）

35 32 517 138 26.7 3 2 12 3 25.0 44 1 2.3 1 1 1

13 102 中央区 23 22 443 106 23.9 3 2 11 3 27.3 59 6 10.2 60 6 10.0 1 1 1
13 103 港区 40 令和3年3月 88 81 1,615 551 34.1 行政委員会を除く。 42 39 871 288 33.1 3 1 12 1 8.3 69 9 13.0 70 9 12.9 1 1 1
13 104 新宿区 40 令和3年3月 91 85 1,711 616 36.0 行政委員会、付属機関、その他の審議会 40 39 732 225 30.7 3 3 13 3 23.1 47 4 8.5 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日
13 105 文京区 40 令和4年3月 63 57 1,105 368 33.3 全審議会 28 26 502 152 30.3 3 3 11 4 36.4 51 7 13.7 52 7 13.5 1 1 1

13 106 台東区 35 令和7年3月 73 67 1,377 385 28.0

・地方自治法第202条の3に基づく審議会・その他、法律、条例により
設置されている審議会等（地方自治法第138条の４、第202条の３参
照）・設定要綱などにより、長の私的諮問機関として設置されている審
議会等

27 25 454 110 24.2 3 1 12 2 16.7 47 2 4.3 48 2 4.2 1 1 1

13 107 墨田区 30 令和6年3月 64 49 1,036 280 27.0

地方自治法第180条の5に基づく委員会及び地方自治法第202条の
3(第138条の4)に基づく審議会等、設置要綱などにより長の私的諮問
機関として設置されている審議会等（区職員のみで構成する委員会
等を除く）

54 45 923 275 29.8 3 1 12 1 8.3 49 1 2.0 50 1 2.0 1 1 1

13 108 江東区 40 令和3年3月 59 58 1,241 372 30.0
行政委員会及び法律・条例、規則・要綱等により設置されている審議
会等

29 28 661 149 22.5 3 3 12 3 25.0 50 8 16.0 51 8 15.7 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日

13 109 品川区 31 28 573 119 20.8 3 2 13 3 23.1 59 3 5.1 60 3 5.0 1 1 1
13 110 目黒区 50 令和4年3月 55 51 776 296 38.1 付属機関及び私的諮問機関等 36 33 523 180 34.4 3 3 13 5 38.5 31 6 19.4 32 6 18.8 3 令和2年3月1日 3 令和2年3月1日 1

13 111 大田区 40 令和3年3月 82 70 2,496 713 28.6
法律又は政令、条例、規則及び要綱等により設置されている審議会、
委員会等

34 28 752 168 22.3 3 1 13 3 23.1 56 8 14.3 1 1 1

13 112 世田谷区 35 令和9年4月 89 82 1,569 529 33.7
地方自治法（第１８０条の５）に基づく委員会等、地方自治法（第２０２
条の３）に基づく審議会等、設置要綱などにより設置されている委員
会等（外部の委員を主な構成員とする委員会等）

42 38 838 287 34.2 4 3 34 4 11.8 53 8 15.1 1 1 1

13 113 渋谷区 40 令和3年3月 48 40 1,124 374 33.3 すべての審議会等 39 31 607 187 30.8 3 3 12 7 58.3 43 6 14.0 1 1 1
13 114 中野区 32 25 519 162 31.2 3 2 12 2 16.7 44 4 9.1 45 4 8.9 1 1 1
13 115 杉並区 40 令和4年3月 87 71 2,053 745 36.3 地方自治法（第202条の3）に定める審議会その他の審議会等 42 36 686 234 34.1 4 2 25 5 20.0 32 5 15.6 33 5 15.2 1 1 1

13 116 豊島区 40 令和4年3月 77 71 1,896 667 35.2

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置される付属機関及
び区長等が規則、規程、要綱等により設置した会議体で、区の計画
等の策定又は区行政の総合調整を主な目的とする区の政策形成に
関わるもののうち、区職員のみで構成される審議会又は基準日時点
で休会中の審議会を除く。

49 45 757 238 31.4 3 3 12 5 41.7 57 14 24.6 58 14 24.1 1 1 1

13 117 北区 40 令和6年4月 69 61 1,691 468 27.7
法律や条例、要綱に基づき設置された審議会、委員会等（議会及び
行政委員会を除く）

36 32 647 160 24.7 3 1 14 3 21.4 0 0 0 0 1 1 1

13 118 荒川区 24 22 458 83 18.1 3 1 12 1 8.3 60 10 16.7 61 10 16.4 1 1 1

13 119 板橋区 40 令和3年3月 97 82 2,676 849 31.7
付属機関及び要綱等により設置されている各種審議会・協議会・懇談
会

35 35 634 189 29.8 4 3 25 3 12.0 53 2 3.8 54 2 3.7 1 1 1

13 120 練馬区 50 令和2年3月 62 58 1,068 396 37.1
区の審議会等の女性委員の比率（法令等で資格要件のあるものを除
く）

32 29 637 198 31.1 4 3 29 6 20.7 48 8 16.7 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日

13 121 足立区 40 令和7年3月 64 62 1,023 359 35.1
地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定に基
づき、法律又は条例で設置された附属機関。

64 62 1,023 359 35.1 4 1 23 2 8.7 65 5 7.7 66 6 9.1 1 1 1

13 122 葛飾区 32 令和4年3月 49 46 966 280 29.0
地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等　地方自治法（第180条
の5）に基づく委員会等　区長の私的諮問機関等

32 31 666 208 31.2 4 3 25 3 12.0 50 7 14.0 51 7 13.7 3 令和2年3月31日 1 1

13 123 江戸川区 31 22 847 193 22.8 4 1 26 1 3.8 70 5 7.1 71 5 7.0 1 1 1

13 201 八王子市 50 令和6年3月 104 91 1,799 620 34.5
地方自治法第180条の5に基づく委員会等、同第202条の3に基づく審
議会等及びその他要綱に基づく懇談会等

46 43 741 196 26.5 6 3 44 7 15.9 47 9 19.1 48 9 18.8 1 1 1

13 202 立川市 35 令和7年3月 85 79 1,110 321 28.9
付属機関（地方自治法第202条の３）、要綱等で設置、行政委員会（地
方自治法第180条の５）

43 39 622 175 28.1 5 4 32 6 18.8 40 4 10.0 41 4 9.8 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日

13 203 武蔵野市 50 令和6年3月 88 77 1,655 753 45.5
地方自治法第180条の５、第138条の４、第202条の３、その他要綱な
どにより設置されている長の私的諮問機関等

37 35 536 167 31.2 5 4 31 7 22.6 27 2 7.4 28 3 10.7 1 1 1

13 204 三鷹市 50 令和5年3月 69 54 1,194 425 35.6
市の事務又は事業について市民、学識者等の意見を市政に反映させ
るため、市民、学識者等を構成員として市長その他の執行機関に設
置された審議、審査、調査又は調停を行う市民会議等

33 29 494 155 31.4 5 3 39 3 7.7 34 8 23.5 35 8 22.9 1 1 1

13 205 青梅市 33 令和5年3月 84 69 1,122 274 24.4 法律、条例、要綱等により設置されている委員会・審議会等 34 30 398 87 21.9 5 2 36 3 8.3 33 3 9.1 1 1 1
13 206 府中市 40 令和3年3月 51 47 829 278 33.5 諮問機関（付属機関・私的諮問機関） 40 36 594 186 31.3 4 3 31 5 16.1 27 5 18.5 28 5 17.9 1 1 1
13 207 昭島市 40 令和3年3月 61 54 737 222 30.1 付属機関（審議会・委員会等） 39 36 512 150 29.3 5 3 26 4 15.4 39 5 12.8 40 5 12.5 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日

その他

調査時点コード

その他
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（％）

目標設
定の対

象である
審議会
等の目
標及び
現状値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審議
会等にお
ける登用

状況

地方自治
法(第180
条の５）に
基づく委員
会等にお
ける登用

状況

令和2年4月1日 その他調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総

委

員

数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目

標

達

成

期

限

審

議

会

等

数

女
性
比
率

（％）

東京都

総

委

員

数

（内数）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審

議

会

等

数
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女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

その他

調査時点コード

その他

目標設定の対象である審議会等の範囲

総

委

員

数

地方自治法（第202条の３）に基づく
審議会等における登用状況

審

議

会

等

数

（内数）
市町村防災会議
(会長を含む)

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

総

委

員

数

女
性
比
率

（％）

目標設
定の対

象である
審議会
等の目
標及び
現状値

その他

地方自治
法（第202
条の３）に
基づく審議
会等にお
ける登用

状況

地方自治
法(第180
条の５）に
基づく委員
会等にお
ける登用

状況

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総

委

員

数

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

目
標
値

（％）

目

標

達

成

期

限

審

議

会

等

数

女
性
比
率

（％）

総

委

員

数

（内数）
市町村防災会議
(委員のみ）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

審

議

会

等

数

13 208 調布市 40 令和4年3月 90 78 1,206 382 31.7
地方自治法（第１８０条の５）に基づく行政委員会、地方自治法（第２０
２条の３）に基づく審議会等、規則・要綱等に基づく審議会等

36 35 504 160 31.7 5 3 38 5 13.2 32 2 6.3 33 2 6.1 1 1 1

13 209 町田市 40 令和4年3月 66 51 836 226 27.0 審議会、委員会、懇談会等 34 30 510 145 28.4 5 1 35 2 5.7 34 3 8.8 35 3 8.6 1 1 1
13 210 小金井市 50 令和3年3月 68 62 768 256 33.3 法律又は政令、条例等により設置 46 41 567 184 32.5 5 5 28 7 25.0 28 6 21.4 29 6 20.7 1 1 1

13 211 小平市 50 令和3年3月 62 58 1,075 487 45.3
地方自治法第180条の5に基づく委員会、条例に基づく附属機関、そ
の他要綱に基づく類似機関

38 36 530 217 40.9 5 5 29 8 27.6 32 5 15.6 33 5 15.2 1 1 1

13 212 日野市 40 令和3年3月 83 73 1,188 397 33.4
1．法律又は、政令、条例、要綱等により設置されている審議会等　２.
法律により設置されている委員会　３．条例、規則により設置されてい
るもの　４．要綱により設置されているもの

46 42 790 296 37.5 5 3 29 4 13.8 25 5 20.0 26 5 19.2 1 1 1

13 213 東村山市 30

令和2年4月
（令和4年4月
までに更なる

向上）

66 57 807 249 30.9

行政委員会、地方自治法第202条の3で規程されているもの、その他
法律・条例により設置されているもの（地方自治法138条の4、第202
条の3参照）、設置要綱などにより、長の諮問機関として設置されてい
る審議会等

41 38 543 151 27.8 5 2 29 4 13.8 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1

13 214 国分寺市 40 令和3年3月 108 94 1,199 436 36.4
地方自治法（第202条の３）に基づく審議会、要綱等により設置されて
いる委員会、地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等

47 39 497 149 30.0 5 4 29 7 24.1 32 2 6.3 33 2 6.1 1 1 1

13 215 国立市

男女ともに
30％以上で
ある審議会
等の割合

90.0％

令和6年3月
まで

56 48 652 196 30.1
地方自治法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき
設置する付属機関及び要綱に基づき設置する懇談会等。

47 39 520 155 29.8 5 2 23 2 8.7 25 2 8.0 3 令和2年3月31日 3 令和2年3月31日 1

13 218 福生市 30 令和3年3月 36 31 404 124 30.7
地方自治法第180条の5、地方自治法202条の3、規則に基づく審議会
等

27 25 338 108 32.0 5 2 21 4 19.0 29 4 13.8 30 4 13.3 1 1 1

13 219 狛江市 40 52 51 595 180 30.3 条例等に基づき設置する審議会、委員会並びに協議会等 41 41 484 146 30.2 5 2 25 4 16.0 28 5 17.9 29 5 17.2 1 1 1

13 220 東大和市 30 令和3年3月 42 35 585 170 29.1
行政委員会、附属機関、法律・条例により設置されているもの、設置
要綱により長の私的諮問機関として設置されているもの。

32 28 433 116 26.8 5 3 27 7 25.9 24 6 25.0 25 6 24.0 1 1 1

13 221 清瀬市 30 令和9年 59 52 709 265 37.4
１法律又は政令により設置されている審議会２法律により設置されて
いる委員会３条例、規則により設置されているもの４要綱により設置
されているもの

15 14 244 90 36.9 5 4 28 5 17.9 24 5 20.8 25 5 20.0 1 1 3 平成30年8月1日

13 222 東久留米市 50 54 47 770 297 38.6
１法律又は政令により設置されているもの、２条例、規則により設置さ
れているもの、３要綱等により設置されているもの

29 26 349 98 28.1 5 3 27 5 18.5 21 2 9.5 22 2 9.1 3 令和元年10月1日 3 令和元年10月1日 3 令和元年10月1日

13 223 武蔵村山市 40 令和2年4月 81 68 1,163 371 31.9 法律、条令、規則、又は要綱により設置されている審議会等 17 15 248 55 22.2 5 2 27 3 11.1 29 2 6.9 30 2 6.7 1 1 1

13 224 多摩市 50 令和3年3月 69 65 871 351 40.3
行政委員会（地方自治法第180条の5）、審議会（地方自治法第202条
の3、設置要綱等により設置）

36 34 432 140 32.4 5 4 26 8 30.8 24 2 8.3 25 2 8.0 1 1 1

13 225 稲城市 40 令和8年3月 61 50 768 220 28.6

・法律又は政令により設置されている審議会等 
・法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の５） 
・条例・規則等により設置されている懇談会、会議等 
・要綱等により設置されている懇談会、会議等

28 25 369 94 25.5 5 2 25 4 16.0 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1

13 227 羽村市 33 令和4年3月 59 52 881 250 28.4
地方自治法第202条の3に基づく審議会等、第180条の5に基づく委員
会、要項等により設置されている懇談会・会議等

25 21 303 69 22.8 5 2 22 3 13.6 27 3 11.1 28 3 10.7 3 令和2年3月1日 3 令和2年3月1日 3 令和2年3月1日

13 228 あきる野市 45 令和3年 58 49 950 344 36.2
地方自治法第１８０条の５及び地方自治法第２０２条の３に定めるも
ののほか、条例や要綱等で定めのある委員会等

23 18 370 96 25.9 5 2 28 3 10.7 35 5 14.3 36 5 13.9 1 1 1

13 229 西東京市 40 令和5年4月 33 30 439 145 33.0
地方自治法第202条の３に定める審議会、地方自治法第180条の５に
定める委員会

32 29 495 171 34.5 5 4 34 6 17.6 33 2 6.1 34 2 5.9 3 令和2年1月1日 1 1

13 303 瑞穂町 30 令和7年3月 73 49 990 248 25.1 町の全関連委員会等 41 27 652 148 22.7 5 2 28 3 10.7 29 3 10.3 30 3 10.0 1 1 1
13 305 日の出町 21 15 283 60 21.2 5 2 27 3 11.1 35 5 14.3 35 5 14.3 1 1 1
13 307 檜原村 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
13 308 奥多摩町 50 令和7年3月 36 28 379 134 35.4 1法律または政令により設置されている審議会等 10 9 116 30 25.9 4 2 13 2 15.4 27 0 0.0 28 0 0.0 1 1 1
13 361 　大島町 8 7 105 28 26.7 5 3 25 3 12.0 24 2 8.3 1 1 1
13 362 　利島村 7 5 44 10 22.7 5 1 16 2 12.5 5 0 0.0 6 0 0.0 1 1 1
13 363 　新島村 7 4 59 7 11.9 5 3 30 6 20.0 25 1 4.0 26 1 3.8 2 2 2
13 364 　神津島村 13 11 105 22 21.0 5 3 29 9 31.0 20 2 10.0 1 1 1
13 381 　三宅村 5 3 61 6 9.8 5 5 22 7 31.8 21 0 0.0 22 0 0.0 1 1 1
13 382 　御蔵島村 3 0 13 0 0.0 4 2 13 5 38.5 0 0 0 0 1 1 1
13 401 　八丈町 13 10 170 35 20.6 5 1 27 2 7.4 17 0 0.0 18 0 0.0 1 1 1
13 402 　青ケ島村 0 0 0 0 4 2 14 4 28.6 1 1 1
13 421 　小笠原村 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

0 0 0 0 3 2 10 2 20.0

千代田区 0 0 0 0 1 1 3 1 33.3

中央区 0 0 0 0 0 0 0 0

港区 0 0 0 0 0 0 0 0

新宿区 0 0 0 0 0 0 0 0

文京区 0 0 0 0 0 0 0 0

台東区 0 0 0 0 0 0 0 0

墨田区 0 0 0 0 0 0 0 0

江東区 0 0 0 0 0 0 0 0

品川区 0 0 0 0 0 0 0 0

目黒区 0 0 0 0 0 0 0 0

大田区 0 0 0 0 0 0 0 0

世田谷区 0 0 0 0 0 0 0 0

渋谷区 0 0 0 0 0 0 0 0

中野区 0 0 0 0 0 0 0 0

杉並区 0 0 0 0 0 0 0 0

豊島区 0 0 0 0 0 0 0 0

北区 0 0 0 0 0 0 0 0

荒川区 0 0 0 0 0 0 0 0

板橋区 0 0 0 0 0 0 0 0

練馬区 0 0 0 0 0 0 0 0

足立区 0 0 0 0 0 0 0 0

葛飾区 0 0 0 0 0 0 0 0

江戸川区 0 0 0 0 0 0 0 0

八王子市 0 0 0 0 0 0 0 0

立川市 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 0 0 0 0 0 0 0 0

三鷹市 0 0 0 0 0 0 0 0

青梅市 0 0 0 0 0 0 0 0

府中市 0 0 0 0 1 0 3 0 0.0

昭島市 0 0 0 0 0 0 0 0

調布市 0 0 0 0 0 0 0 0

町田市 0 0 0 0 0 0 0 0

小金井市 0 0 0 0 0 0 0 0

小平市 0 0 0 0 0 0 0 0

日野市 0 0 0 0 0 0 0 0

東村山市 0 0 0 0 0 0 0 0

国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

東京都

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）
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　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
地方自治法（第202条の３）に基づく

審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

国立市 0 0 0 0 0 0 0 0

福生市 0 0 0 0 0 0 0 0

狛江市 0 0 0 0 0 0 0 0

東大和市 0 0 0 0 0 0 0 0

清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵村山市 0 0 0 0 0 0 0 0

多摩市 0 0 0 0 0 0 0 0

稲城市 0 0 0 0 0 0 0 0

羽村市 0 0 0 0 0 0 0 0

あきる野市 0 0 0 0 0 0 0 0

西東京市 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂町 0 0 0 0 1 1 4 1 25.0

日の出町 0 0 0 0 0 0 0 0

檜原村 0 0 0 0 0 0 0 0

奥多摩町 0 0 0 0 0 0 0 0

　大島町 0 0 0 0 0 0 0 0

　利島村 0 0 0 0 0 0 0 0

　新島村 0 0 0 0 0 0 0 0

　神津島村 0 0 0 0 0 0 0 0

　三宅村 0 0 0 0 0 0 0 0

　御蔵島村 0 0 0 0 0 0 0 0

　八丈町 0 0 0 0 0 0 0 0

　青ケ島村 0 0 0 0 0 0 0 0

　小笠原村 0 0 0 0 0 0 0 0
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調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

4,980 857 17.2 4,221 566 13.4 1,054 130 12.3 929 88 9.5 239 34 14.2 220 26 11.8 3,687 693 18.8 3,072 452 14.7 3,396 913 26.9 2,790 549 19.7 15,316 6,287 41.0 10,782 2,936 27.2

13 101 千代田区 74 12 16.2 70 11 15.7 9 1 11.1 9 1 11.1 12 2 16.7 11 1 9.1 53 9 17.0 50 9 18.0 65 9 13.8 57 3 5.3 181 87 48.1 140 49 35.0 1

13 102 中央区 71 13 18.3 63 9 14.3 18 2 11.1 15 0 0.0 14 3 21.4 14 3 21.4 39 8 20.5 34 6 17.6 51 5 9.8 47 3 6.4 261 127 48.7 174 65 37.4 1

13 103 港区 96 18 18.8 86 11 12.8 19 4 21.1 16 1 6.3 21 1 4.8 21 1 4.8 56 13 23.2 49 9 18.4 69 25 36.2 56 12 21.4 403 186 46.2 278 72 25.9 1

13 104 新宿区 115 26 22.6 70 12 17.1 21 2 9.5 15 1 6.7 9 1 11.1 7 1 14.3 85 23 27.1 48 10 20.8 96 28 29.2 62 15 24.2 371 185 49.9 186 59 31.7 1

13 105 文京区 95 9 9.5 90 7 7.8 21 1 4.8 19 0 0.0 0 0 0 0 74 8 10.8 71 7 9.9 62 29 46.8 44 13 29.5 293 139 47.4 187 56 29.9 1

13 106 台東区 91 18 19.8 84 12 14.3 25 4 16.0 22 2 9.1 17 0 0.0 17 0 0.0 49 14 28.6 45 10 22.2 89 18 20.2 81 11 13.6 287 96 33.4 242 52 21.5 1

13 107 墨田区 79 13 16.5 74 9 12.2 21 2 9.5 20 2 10.0 0 0 0 0 58 11 19.0 54 7 13.0 89 25 28.1 86 23 26.7 369 158 42.8 332 140 42.2 1

13 108 江東区 112 17 15.2 107 15 14.0 37 6 16.2 34 4 11.8 75 11 14.7 73 11 15.1 103 31 30.1 91 21 23.1 467 215 46.0 352 110 31.3 1

13 109 品川区 81 17 21.0 72 11 15.3 20 5 25.0 18 3 16.7 0 0 61 12 19.7 54 8 14.8 0 0 0 0 340 129 37.9 272 75 27.6 1

13 110 目黒区 81 16 19.8 77 15 19.5 21 4 19.0 19 3 15.8 8 2 25.0 8 2 25.0 52 10 19.2 50 10 20.0 79 30 38.0 68 25 36.8 427 208 48.7 240 77 32.1 1

13 111 大田区 187 33 17.6 180 32 17.8 28 2 7.1 24 2 8.3 0 0 0 0 159 31 19.5 156 30 19.2 197 52 26.4 160 25 15.6 877 487 55.5 526 173 32.9 1

13 112 世田谷区 208 42 20.2 182 23 12.6 46 6 13.0 44 4 9.1 29 3 10.3 29 3 10.3 133 33 24.8 109 16 14.7 264 69 26.1 233 50 21.5 600 209 34.8 435 111 25.5 1

13 113 渋谷区 96 16 16.7 92 13 14.1 26 5 19.2 25 4 16.0 70 11 15.7 67 9 13.4 96 25 26.0 80 12 15.0 356 174 48.9 243 85 35.0 1

13 114 中野区 89 24 27.0 67 16 23.9 20 6 30.0 15 4 26.7 21 5 23.8 16 3 18.8 48 13 27.1 36 9 25.0 141 42 29.8 105 32 30.5 396 202 51.0 221 74 33.5 1

13 115 杉並区 130 31 23.8 106 13 12.3 27 2 7.4 24 1 4.2 103 29 28.2 82 12 14.6 162 42 25.9 137 26 19.0 585 291 49.7 391 138 35.3 1

13 116 豊島区 101 20 19.8 92 15 16.3 29 1 3.4 28 1 3.6 0 0 0 0 72 19 26.4 64 14 21.9 75 26 34.7 61 14 23.0 389 233 59.9 229 83 36.2 1

13 117 北区 89 11 12.4 83 10 12.0 23 3 13.0 21 3 14.3 66 8 12.1 62 7 11.3 123 41 33.3 95 18 18.9 366 167 45.6 243 58 23.9 1

13 118 荒川区 80 16 20.0 74 14 18.9 25 6 24.0 21 5 23.8 55 10 18.2 53 9 17.0 67 17 25.4 59 10 16.9 258 97 37.6 196 44 22.4 2

13 119 板橋区 102 21 20.6 90 15 16.7 22 4 18.2 20 3 15.0 15 2 13.3 15 2 13.3 65 15 23.1 55 10 18.2 173 53 30.6 139 27 19.4 576 246 42.7 407 106 26.0 1

13 120 練馬区 115 22 19.1 77 10 13.0 23 3 13.0 15 1 6.7 16 3 18.8 11 1 9.1 76 16 21.1 51 8 15.7 220 54 24.5 139 31 22.3 961 499 51.9 397 111 28.0 1

13 121 足立区 152 17 11.2 140 12 8.6 46 8 17.4 42 5 11.9 0 0 0 0 106 9 8.5 98 7 7.1 256 67 26.2 213 31 14.6 585 221 37.8 416 73 17.5 1

13 122 葛飾区 110 16 14.5 100 10 10.0 34 3 8.8 29 2 6.9 76 13 17.1 71 8 11.3 132 26 19.7 115 14 12.2 375 182 48.5 243 63 25.9 1

13 123 江戸川区 94 15 16.0 82 10 12.2 21 1 4.8 19 1 5.3 73 14 19.2 63 9 14.3 687 273 39.7 501 105 21.0 1

13 201 八王子市 183 26 14.2 181 24 13.3 40 7 17.5 39 6 15.4 0 0 0 0 143 19 13.3 142 18 12.7 140 15 10.7 140 15 10.7 475 97 20.4 474 96 20.3 1

13 202 立川市 83 18 21.7 78 17 21.8 16 4 25.0 16 4 25.0 67 14 20.9 62 13 21.0 219 55 25.1 195 41 21.0 1

13 203 武蔵野市 88 12 13.6 82 11 13.4 20 2 10.0 18 2 11.1 68 10 14.7 64 9 14.1 64 25 39.1 60 24 40.0 148 51 34.5 134 47 35.1 1

13 204 三鷹市 96 21 21.9 88 19 21.6 27 4 14.8 26 4 15.4 69 17 24.6 62 15 24.2 55 19 34.5 49 15 30.6 189 67 35.4 135 32 23.7 1

13 205 青梅市 187 41 21.9 62 5 8.1 22 1 4.5 12 0 0.0 165 40 24.2 50 5 10.0 228 58 25.4 145 18 12.4 1

13 206 府中市 80 6 7.5 74 3 4.1 15 0 0.0 14 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 57 6 10.5 52 3 5.8 48 7 14.6 44 6 13.6 194 45 23.2 173 34 19.7 1

13 207 昭島市 72 15 20.8 65 14 21.5 15 3 20.0 14 3 21.4 57 12 21.1 51 11 21.6 140 54 38.6 125 51 40.8 1

13 208 調布市 109 15 13.8 103 12 11.7 17 1 5.9 16 0 0.0 25 5 20.0 23 4 17.4 67 9 13.4 64 8 12.5 49 9 18.4 43 7 16.3 224 86 38.4 180 57 31.7 1

13 209 町田市 303 68 22.4 200 20 10.0 41 5 12.2 32 1 3.1 262 63 24.0 168 19 11.3 678 221 32.6 434 104 24.0 1

13 210 小金井市 65 11 16.9 58 11 19.0 11 0 0.0 11 0 0.0 54 11 20.4 47 11 23.4 134 32 23.9 95 10 10.5 1

13 211 小平市 71 6 8.5 61 5 8.2 19 1 5.3 17 1 5.9 0 0 0 0 52 5 9.6 44 4 9.1 68 19 27.9 52 8 15.4 149 59 39.6 120 42 35.0 1

13 212 日野市 146 29 19.9 85 13 15.3 31 5 16.1 20 2 10.0 115 24 20.9 65 11 16.9 80 28 35.0 51 11 21.6 194 91 46.9 130 46 35.4 1

13 213 東村山市 87 9 10.3 87 9 10.3 12 0 0.0 12 0 0.0 13 1 7.7 13 1 7.7 62 8 12.9 62 8 12.9 45 14 31.1 45 14 31.1 148 45 30.4 148 45 30.4 1

13 214 国分寺市 72 13 18.1 68 12 17.6 12 1 8.3 12 1 8.3 0 0 0 0 60 12 20.0 56 11 19.6 0 0 0 0 150 38 25.3 129 29 22.5 1

13 215 国立市 56 6 10.7 47 4 8.5 11 0 0.0 11 0 0.0 45 6 13.3 36 4 11.1 26 5 19.2 16 0 0.0 93 24 25.8 67 13 19.4 1

13 218 福生市 55 8 14.5 53 6 11.3 14 2 14.3 13 1 7.7 41 6 14.6 40 5 12.5 28 9 32.1 27 8 29.6 69 27 39.1 68 26 38.2 1

13 219 狛江市 48 5 10.4 43 5 11.6 13 3 23.1 11 3 27.3 0 0 0 0 35 2 5.7 32 2 6.3 18 6 33.3 13 2 15.4 68 24 35.3 50 11 22.0 1

13 220 東大和市 59 5 8.5 59 5 8.5 15 3 20.0 15 3 20.0 0 0 0 0 44 2 4.5 44 2 4.5 0 0 0 0 106 21 19.8 106 21 19.8 1

13 221 清瀬市 50 4 8.0 43 2 4.7 12 2 16.7 11 1 9.1 38 2 5.3 32 1 3.1 1 1 100.0 1 1 100.0 90 31 34.4 72 18 25.0 1

13 222 東久留米市 45 4 8.9 41 3 7.3 10 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 35 4 11.4 32 3 9.4 12 5 41.7 11 5 45.5 92 21 22.8 75 11 14.7 1

13 223 武蔵村山市 57 5 8.8 52 4 7.7 14 0 0.0 13 0 0.0 0 0 0 0 43 5 11.6 39 4 10.3 0 0 0 0 89 13 14.6 79 10 12.7 1

13 224 多摩市 79 15 19.0 67 9 13.4 17 0 0.0 16 0 0.0 62 15 24.2 51 9 17.6 167 47 28.1 147 36 24.5 1

13 225 稲城市 97 31 32.0 53 17 32.1 21 3 14.3 12 2 16.7 12 4 33.3 9 2 22.2 64 24 37.5 32 13 40.6 19 8 42.1 0 0 141 31 22.0 85 15 17.6 1

13 227 羽村市 53 5 9.4 48 5 10.4 10 0 0.0 9 0.0 43 5 11.6 39 5 12.8 99 29 29.3 85 25 29.4 1

13 228 あきる野市 57 7 12.3 57 7 12.3 13 1 7.7 13 1 7.7 1 0 0.0 1 0 0.0 43 6 14.0 43 6 14.0 12 1 8.3 12 1 8.3 113 40 35.4 90 23 25.6 1

13 229 西東京市 82 16 19.5 71 8 11.3 17 0 0.0 17 0 0.0 18 2 11.1 17 2 11.8 47 14 29.8 37 6 16.2 34 9 26.5 27 6 22.2 192 95 49.5 143 50 35.0 1

13 303 瑞穂町 37 1 2.7 36 0 0.0 7 1 14.3 6 0 0.0 0 0 30 0 0.0 30 0 0.0 0 0 56 8 14.3 55 7 12.7 1

13 305 日の出町 18 0 0.0 17 0 0.0 18 0 0.0 17 0 0.0 6 1 16.7 6 1 16.7 27 3 11.1 24 2 8.3 1

13 307 檜原村 9 2 22.2 9 2 22.2 9 2 22.2 9 2 22.2 4 1 25.0 4 1 25.0 12 4 33.3 12 4 33.3 2

13 308 奥多摩町 14 1 7.1 12 0 0.0 14 1 7.1 12 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 26 5 19.2 26 5 19.2 1

そ の 他
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13 361 　大島町 14 1 7.1 12 1 8.3 14 1 7.1 12 1 8.3 68 17 25.0 48 11 22.9 1

13 362 　利島村 4 2 50.0 4 2 50.0 4 2 50.0 4 2 50.0 2 0 0.0 2 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 1

13 363 　新島村 0 0 0 0 8 3 37.5 8 3 37.5 19 3 15.8 17 2 11.8 2

13 364 　神津島村 13 3 23.1 13 3 23.1 13 3 23.1 13 3 23.1 4 3 75.0 2 1 50.0 14 4 28.6 13 3 23.1 1

13 381 　三宅村 12 1 8.3 10 1 10.0 12 1 8.3 10 1 10.0 13 4 30.8 10 2 20.0 17 4 23.5 10 2 20.0 3 令和2年8月1日

13 382 　御蔵島村 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0 2 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 2 0 0.0 2 0 0.0 1

13 401 　八丈町 16 1 6.3 11 1 9.1 16 1 6.3 11 1 9.1 16 5 31.3 6 0 0.0 53 20 37.7 17 4 23.5 1

13 402 　青ケ島村 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 0 0.0 1 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 1

13 421 　小笠原村 12 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0 10 0 0.0 25 1 4.0 23 1 4.3 16 6 37.5 16 6 37.5 1

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 東京都

1 令和2年4月1日 2 令和2年5月1日 3

問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 54 13 0 8 3 3 11 11 21 17 6 0 0 2

2の合計 2 41 3 42 19 15 17 15 27 11 35 8 5 11

3の合計 2 51 4 7 7 5 5 3 4 2 0 0 1

4の合計 4 33 37 29 31 11 21 19 54 57 48

13 ## 千代田区 千代田区議会 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1

千代田区議会会議規則 
 
第２条　議員は、公務出張、疾病、災害、家族の看護又は介護、出
産その他の正当な理由により出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 2 2 2 1

13 ## 中央区 中央区議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1

13 ## 港区 港区議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1

13 ## 新宿区 新宿区議会 1 2 3 2 3 3 3 3 1 4

新宿区議会会議規則　第2条 
 
議員は、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その
理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならな
い。

2 4 4 4 1

13 ## 文京区 文京区議会 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1

文京区議会会議規則 
 
第二条 
議員は、公務、疾病、出産、家族の看護又は介護、災害その他の
正当な理由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開
議時刻までに議長に届け出なければならない。

1

文京区議会先例 
 
【15】その他 
２　議員の氏名は、届出により、本名に代えて通称名を使用すること
ができることを例とする。

2 4 4 1

13 ## 台東区 台東区議会 1 2 3 2 4 4 2 4 1 1

東京都台東区議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第2条　議員は、疾病、出産その他の事故のため出席できないとき
は、その理由を付し、当日の開議時刻前に、議長に届け出なけれ
ばならない。

2 4 2 2 1

13 ## 墨田区 墨田区議会 1 2 3 1 2 4 4 4 4 4 1

第１９期墨田区議会申合せ 
 
第１６　その他　 
２　議会内の議員名について 
（１）原則として戸籍名とする。 
ただし、通称名等を使用する希望のある議員は、あらかじめ議長に
その旨を届け出なければならない。

2 4 4

＜補足＞ 
（１）問12-8に記載の規定は、
非公開の申合せである。 
（２）問12-9男女共同参画に関
する議員向け研修（セクシャル
ハラスメント防止に関するもの
を含む）については、毎年は
行ってはおらず、令和元年５月
の改選時にコンプライアンス研
修の一環として実施した。

2

13 ## 江東区 江東区議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

13 ## 品川区 品川区議会 1 2 3 2 2 4 2 4 1 1

品川区議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、疾病その他の事故のため出席できないときは、そ
の理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければなら
ない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 4 4 4 2

13 ## 目黒区 目黒区議会 1 2 3 2 2 4 4 4 2 2 1

目黒区議会申し合わせ事項 
 
議員氏名の表記は、通称名を用いる。なお、法令等に基づく氏名の
表記についてのみ戸籍名を使用する。

4 4 4 1

13 ## 大田区 大田区議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1 1

大田区議会会議規則 
 
（欠席の届出）第２条　議員は、疾病、災害、出産その他の正当な
理由により出席できないときはその理由を付け、当日の開議時刻ま
でに議長に届け出なければならない。

2 4 4 4 1

13 ## 世田谷区 世田谷区議会 1 2 3 2 4 4 2 2 2 1

議会運営に関する主な確認事項 
 
≪Ⅰ　議員・会派≫　１　議員 
（１）氏名 
議会で使用する議員の氏名は、原則として戸籍名とするが、届出る
ことにより、選挙時に使用した氏名等を使用することができる。

4 4 4 1

13 ## 渋谷区 渋谷区議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 1

13 ## 中野区 中野区議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

13 ## 杉並区 杉並区議会 1 1 3 1 2 2 2 2 1

杉並区議会会議規則　第11条 
 
議員が疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その
理由を付けて、当日の開議時刻前に議長に届け出なければならな
い。

2 4 2 2 2

13 ## 豊島区 豊島区議会 1 2 3 2 1 4 1 1 1 1

豊島区議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、疾病、出産（配偶者の出産を含む。）、家族の看護
又は介護、事故等の事由のため出席できないときは、その理由を
付け当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 2 4 2 2

13 ## 北区 東京都北区議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1

13 ## 荒川区 荒川区議会 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1

13 ## 板橋区 板橋区議会 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2

13 ## 練馬区 練馬区議会 1 1 3 1 4 4 1 1 1 1

練馬区議会会議規則 
 
第２条　議員は、疾病、出産、家族の看護または介護、災害その他
の正当な理由により出席できないときは、その理由を付け、当日の
開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 4 4 2 1

13 ## 足立区 足立区議会 1 2 3 2 3 3 1 1 1 1

足立区議会会議規則 
 
第２条 
議員は、疾病、出産、家族の看護又は介護、災害その他の理由に
より出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに
議長に届け出なければならない。

2 2 2 2 2

13 ## 葛飾区 葛飾区議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 1

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

調査時点コード その他

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

市町村４－５



問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

13 ## 江戸川区 江戸川区議会 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1

13 ## 八王子市 八王子市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1

13 ## 立川市 立川市議会 1 1 3 1 4 2 1 1 1 2

立川市議会会議規則 
 
第１章第１節第２条　議員は、疾病、家族の看護又は介護、出産そ
の他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の
開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 4 4 4 1

13 ## 武蔵野市 武蔵野市議会 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1

12-5について、欠席の届出に
関しては、武蔵野市議会会議
規則第７条にて「議員が欠席し
ようとするときは、当日の開議
前にその事由を附して、議長に
届出なければならない。」と定
めているが、欠席事由に関して
は定めがない。

1

13 ## 三鷹市 三鷹市議会 1 2 2 3 4 4 4 4 2 2 1

三鷹市議会員旧姓使用取扱要綱 
 
（趣旨） 
第１条　この要綱は、婚姻その他の事由により氏を改めることによる不利
益・不都合を軽減し、社会活動の継続性を保障するとともに、市議会におけ
る男女平等の実現を図るため、三鷹市議会議員（以下「議員」という。）が氏
を改めた後も、引き続き氏を改める前の氏（以下「旧姓」という。）を使用する
ことについて必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓使用の提出） 
第２条　氏を改めた議員で旧姓を使用するものは、旧姓使用届（様式第１
号）により、原則として改姓の届出とともに、議長に届け出るものとする。 
２　前項の提出を受理した場合は、議長は、旧姓を使用することを認めるも
のとする。 
（旧姓使用の範囲） 
第３条　旧姓使用の範囲は、次に掲げる場合を除き、議員として氏名を用い
る場合とする。 
(1) 法令などによって戸籍上の氏名を使用することが定められている場合 
(2) その他、旧姓使用により実務上混乱または支障を生じるおそれのあるも
の 
（責務） 
第４条　旧姓を使用する議員は、旧姓使用に当たっては、議会活動及びそ
の関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならな
い。 
（旧姓使用の中止） 
第５条　旧姓を使用する議員で旧姓使用を中止するものは、旧姓使用中止
届（様式第２号）により、議長に届け出るものとする。 
（通知） 
第６条　議長は、第２条第１項に規定する旧姓使用届を受理した場合及び前
条に規定する旧姓使用中止届を受理した場合は、速やかに議会運営委員
会に報告するものとする。 
（委任） 
第７条　この要綱に定めるもののほか、旧姓使用の取扱いについて必要な
事項は、議長が別に定める。 
附　則 
この要綱は、平成23年９月26日から施行し、平成23年８月８日から適用す
る。

4 4 4 1

13 ## 青梅市 青梅市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1

青梅市議会会議規則 
 
第2条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なけてばならない。

4 4 4 4 1

13 ## 府中市 府中市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

13 ## 昭島市 昭島市議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1 1

昭島市議会会議規則 
 
第２条　議員は、疾病、出産その他の事故のため出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 4 4 2 1

13 ## 調布市
東京都調布市議
会

1 2 3 3 4 4 1 1 1 1

調布市議会会議規則 
 
第２条　議員は，疾病，家族の看護又は介護，出産その他の事故
のため出席できないときは，その理由を付け，当日の開議時刻まで
に議長に届け出なければならない。

2 4 4 4 3 令和2年6月1日

13 ## 町田市 町田市議会 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1

町田市議会会議規則 
 
（欠席の届出）第2条　議員は、疾病、看護、介護、出産、育児その
他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開
議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 4 4 4 1

13 ## 小金井市 小金井市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 令和2年6月23日

13 ## 小平市 小平市議会 1 2 3 2 4 2 4 4 2 4 1

議会運営に関する申し合わせ 
 
会運営に関する申合せ　平成20年5月29日決定 
①旧姓の使用について 
　婚姻、養子縁組等の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、引き
続き従前の氏を議員活動に使用する場合は、議長の許可を受ける
ものとする。 
　また、旧姓の使用を中止する場合も同様とする。 
　議員は、旧姓を使用するに当たり、議員活動及び関連する事務処
理に誤解や混乱が生じないよう努めるものとする。

4 4 4 2

13 ## 日野市 日野市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 1

13 ## 東村山市 東村山市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 令和2年6月8日

13 ## 国分寺市 国分寺市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

13 ## 国立市 国立市議会 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1

国立市議会会議規則 
 
（欠席等の届出） 
第2条　議員は、疾病、看護、介護、育児その他の事故のため出席
できないとき、または遅参するときはその理由を付け、当日の開議
時刻までに議長に届け出なければならない。 
2.議員は、本人またはその配偶者の出産（出産前及び出産後の期
間を含む。）のため出席できないときは、日数を定めてあらかじめ議
長に届け出ることができる。

2 2 4 4

国立市議会基本条例第2条（議
会の活動原則）において、男女
共同参画に努める旨制定して
いる。

1

13 ## 福生市 福生市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2

13 ## 狛江市 狛江市議会 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1

狛江市議会会議規則 
 
第２条　議員は、疾病、出産その他事故のため出席できないとき
は、その理由を付け、当日の会議時刻までに議長に届けなければ
ならない。

2 4 4 4 1

市町村４－５



問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

13 ## 東大和市 東大和市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 1 1

①東大和市議会会議規則
②東大和市議会広報委員会設置規程
③東大和市議会議員全員協議会規程 
 
①東大和市議会会議規則（欠席等の届出）
第2条　議員は、疾病、出産その他の事故のため欠席するときは、
あらかじめその理由を明らかにして、議長に届け出なければならな
い。遅刻、早退についても同様とする。
(欠席等の届出）
第81条　委員は、疾病、出産その他の事故のため欠席するときは、
あらかじめその理由を明らかにして、委員長に届け出なければなら
ない。遅刻、早退についても同様とする。
（欠席等の届出）
第96条の2　派遣委員は、疾病、出産その他の事故のため欠席す
るときは、あらかじめその理由を明らかにして、委員長に届け出な
ければならない。遅刻、早退についても同様とする。
（欠席等の届出）
第156条の2　派遣議員は、疾病、出産その他の事故のため欠席す
るときは、あらかじめその理由を明らかにして、議長に届け出なけ
ればならない。遅刻、早退についても同様とする。
②東大和市議会広報委員会設置規程
（欠席等の届出）
第8条　委員は、疾病、出産その他の事故のため欠席するときは、
あらかじめその理由を明らかにして、委員長に届け出なければなら
ない。遅刻、早退についても同様とする。
③東大和市議会議員全員協議会規程
（欠席等の届出）
第8条　議員は、疾病、出産その他の事故のため欠席するときは、
あらかじめその理由を明らかにして、議長に届け出なければならな
い。遅刻、早退についても同様とする。

2 4 4 2 1

13 ## 清瀬市 清瀬市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1

13 ## 東久留米市 東久留米市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 1

13 ## 武蔵村山市 武蔵村山市議会 1 2 3 2 4 1 4 4 2 4

武蔵村山市議会会議規則 
 
第2条第2項 
議員は、出産又は育児のため出席できないときは、日数を定めて、
あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 4 1

13 ## 多摩市 多摩市議会 1 2 2 2 1 4 4 4 2 4

多摩市議会会議規則 
 
第１章会議の項　第２条第２項 
　議員は、本人又はその配偶者の出産のため出席できないときは、
日数を定めて、あらかじめ 
議長に欠席届を提出しなければならない。 
第２章委員会の項　第８１条第２項 
　委員は、本人又はその配偶者の出産のため出席できないときは、
日数を定めて、あらかじめ 
委員長に欠席届を提出しなければならない。

2 4 4 4 1

13 ## 稲城市 稲城市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

13 ## 羽村市 羽村市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2

13 ## あきる野市 あきる野市議会 1 2 3 2 4 4 1 1 1 1

あきる野市議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、疾病、災害、家族の看護又は介護、出産その他の
事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時
刻までに議長に届け出なければならない。 
 
（欠席の届出） 
第９２条　議員は、疾病、災害、家族の看護又は介護、出産その他
の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議
時刻までに委員長に届け出なければならない。 

2 4 4 4 1

13 ## 西東京市 西東京市議会 1 1 3 2 4 4 1 1 1 1

西東京市議会会議規則 
 
第２条　議員は、疾病、家族の看護又は介護、出産その他事故の
ため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに
議長に届け出なければならない。

2 4 4 4 1

13 ## 瑞穂町 瑞穂町議会 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

13 ## 日の出町 日の出町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 令和2年6月8日

13 ## 檜原村 檜原村議会 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2

13 ## 奥多摩町 奥多摩町議会 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

13 ## 　大島町 大島町町議会 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

13 ## 　利島村 利島村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

13 ## 　新島村 新島村議会 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2

13 ## 　神津島村 神津島村議会 1 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1

13 ## 　三宅村 三宅村議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1 1

三宅村議会会議規則 
 
第2条　議員は、事故のため出席できないときは、 
その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に 
届け出なければならない。 
 
2　議員が出産のため出席できないときは、日数を 
　定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出すること 
　ができる。

4 4 4 4 1

13 ## 　御蔵島村 御蔵島村議会 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 1

13 ## 　八丈町 八丈町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

13 ## 　青ケ島村 青ヶ島村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

13 ## 　小笠原村 小笠原村議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

市町村４－５


